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議案第  １ 号  

令 和 ５年 度 習 志 野 市 一 般 会 計 予 算 

 

 令和５年度習志野市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。  

 （歳入歳出予算）  

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７０，５７０，０００千円と定める。  

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入歳出予算」による。  

 （継続費）  

第２条  地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 212 条第 1 項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第２表  継

続費」による。  

 （債務負担行為）  

第３条  地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第３表  債務負担

行為」による。  

 （地方債）  

第４条  地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償

還の方法は、「第４表  地方債」による。  

 （一時借入金）  

第５条  地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、４，０００，０００千円と定める。  

 （歳出予算の流用）  

第６条  地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のと

おりと定める。  

（1）  各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費

の各項の間の流用  

                                                              令和５年２月１６日提出  

                                                          習志野市長   宮   本   泰   介  
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金          額款

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

（単位：千円）歳 入

項

市税1 30,075,383

市民税1 14,860,813

固定資産税2 11,734,484

軽自動車税3 159,817

市たばこ税4 840,031

都市計画税5 2,480,238

地方譲与税2 286,486

地方揮発油譲与税1 70,000

自動車重量譲与税2 198,000

森林環境譲与税3 16,835

特別とん譲与税4 1,651

利子割交付金3 13,000

利子割交付金1 13,000

配当割交付金4 204,000

配当割交付金1 204,000

株式等譲渡所得割交付金5 175,000

株式等譲渡所得割交付金1 175,000

法人事業税交付金6 317,000

法人事業税交付金1 317,000

地方消費税交付金7 4,328,000

地方消費税交付金1 4,328,000

環境性能割交付金8 43,001

環境性能割交付金1 43,001

地方特例交付金9 171,000

地方特例交付金1 171,000

地方交付税10 2,640,870
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金          額款

（単位：千円）

項

地方交付税 地方交付税110 2,640,870

交通安全対策特別交付金11 13,000

交通安全対策特別交付金1 13,000

分担金及び負担金12 875,186

負担金1 875,186

使用料及び手数料13 1,236,809

使　用　料1 517,930

手　数　料2 718,879

国庫支出金14 11,249,968

国庫負担金1 8,905,357

国庫補助金2 2,309,206

委　託　金3 35,405

県支出金15 4,453,695

県負担金1 2,878,708

県補助金2 1,215,065

委託金3 359,922

財産収入16 65,249

財産運用収入1 65,038

財産売払収入2 211

寄附金17 25,174

寄附金1 25,174

繰入金18 5,373,925

基金繰入金1 5,373,925

繰越金19 500,000

繰越金1 500,000

諸収入20 2,255,954
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金          額款

（単位：千円）

項

諸収入 延滞金・加算金及び過料120 57,267

市預金利子2 1

貸付金元利収入3 624,821

受託事業収入4 116,655

収益事業収入5 140,000

雑入6 1,317,210

市債21 6,267,300

市債1 6,267,300

70,570,000歳              入              合              計
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金          額款

（単位：千円）歳 出

項

1 議会費 449,439

議会費 1 449,439

2 総務費 7,130,966

総務管理費 1 5,660,084

徴税費 2 783,388

戸籍住民基本台帳費 3 385,855

選挙費 4 220,213

統計調査費 5 33,872

監査委員費 6 47,554

3 民生費 30,653,956

社会福祉費 1 10,332,134

児童福祉費 2 16,116,613

生活保護費 3 4,178,798

国民年金事務取扱費 4 26,411

4 衛生費 5,860,852

保健衛生費 1 2,364,050

清掃費 2 3,496,727

上水道費 3 75

5 労働費 11,622

労働諸費 1 11,622

6 農林水産業費 98,511

農業費 1 98,511

7 商工費 848,823

商工費 1 848,823

8 土木費 5,121,060

土木管理費 1 648,304
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金          額款

（単位：千円）

項

道路橋りょう費 28 土木費 529,903

都市計画費 3 3,761,581

住宅費 4 181,272

9 消防費 2,543,734

消防費 1 2,543,734

10 教育費 11,876,246

教育総務費 1 923,340

小学校費 2 3,943,413

中学校費 3 2,470,155

高等学校費 4 771,338

幼稚園費 5 249,365

社会教育費 6 1,315,507

保健体育費 7 2,203,128

11 公債費 5,647,302

公債費 1 5,647,302

12 諸支出金 227,489

基金費 1 227,489

13 予備費 100,000

予備費 1 100,000

70,570,000歳              出              合              計
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第２表 継続費 
（単位：千円） 

款 項 事  業  名 総額 年 度 年割額 

３ 民生費 ２ 児 童 福 祉 費 

地域子ども ・子育て支援事業 

（ 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 事 業 

計 画 策 定 支 援 業 務 委 託 ） 

6,402 
令和５年度 3,960 

令和６年度 2,442 

（ 仮 称 ） 藤 崎 こ ど も 園 

整 備 事 業 

（ 園 舎 建 設 工 事 ） 

1,468,159 
令和５年度 94,133 

令和６年度 1,374,026 

４ 衛生費 ２ 清 掃 費 
芝 園 清 掃 工 場                                        

延 命 化 対 策 事 業 
1,876,380 

令和５年度 459,143 

令和６年度 1,417,237 

１０ 教育費 

２ 小 学 校 費 

大 久 保 東 小 学 校 

校 舎 改 築 事 業 

（ 校 舎 改 築 設 計 業 務 委 託 ） 
245,817 

令和５年度 61,945 

令和６年度 106,193 

令和７年度 77,679 

小 学 校 長 寿 命 化 改 修 事 業 

（ 屋 敷 小 学 校 

長 寿 命 化 改 修 工 事 ） 
2,044,639 

令和５年度 205,901 

令和６年度 1,073,330 

令和７年度 765,408 

３ 中 学 校 費 

中 学 校 長 寿 命 化 改 修 事 業 

（ 第 一 中 学 校 

長 寿 命 化 改 修 工 事 ） 
2,237,523 

令和５年度 325,120 

令和６年度 1,912,403 

６ 社 会 教 育 費 

青年の家長寿命化改修事業 

（ 青 年 の 家 

長 寿 命 化 改 修 

設 計 業 務 委 託 ） 

26,719 

令和５年度 12,825 

令和６年度 13,894 
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第３表 債務負担行為 
（単位：千円） 

事                項 期 間 限 度 額 

東 習 志 野 こ ど も 園 空 調 設 備 改 修 工 事 （ 第 ２ 期 ） ２ 年 
工事請負費 47,540千円に消費税及び 

地方消費税を加えた額の範囲内 

（ 仮 称 ） 藤 崎 こ ど も 園 給 食 備 品 整 備 事 業 ２ 年 
備品購入費 22,048千円に消費税及び 

地方消費税を加えた額の範囲内 

谷 津 南 第 四 児 童 会 施 設 賃 借 料 １１ 年 
賃借料 135,720千円に消費税及び 

地方消費税を加えた額の範囲内 

鷺 沼 児 童 会 空 調 機 器 改 修 工 事 ２ 年 
工事請負費 8,720千円に消費税及び 

地方消費税を加えた額の範囲内 

子 ど も ・ 子 育 て 支 援 シ ス テ ム 導 入 委 託 料 ２ 年 
委託料 37,500千円に消費税及び 

地方消費税を加えた額の範囲内 

都 市 計 画 道 路 ３ ・ ３ ・ １ 号 線 用 地 取 得 費 １３ 年 29,133  

都 市 計 画 道 路 ３ ・ ３ ・ ３ 号 線 用 地 取 得 費 １３ 年 52,529 

都 市 計 画 道 路 ３ ・ ４ ・ １ １ 、 ３ ・ ４ ・ ４ 号 線 

用 地 取 得 費 
１３ 年 488,072 
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事                項 期 間 限 度 額 

都 市 計 画 道 路 ３ ・ ４ ・ ８ 号 線 用 地 取 得 費 １３ 年 257,641 

都 市 計 画 道 路 ３ ・ ４ ・ ９ 号 線 用 地 取 得 費 １３ 年 193,643 

鷺 沼 東 跨 線 橋 補 修 工 事 委 託 ９ 年 
委託料 3,672,695千円に消費税及び 

地方消費税を加えた額の範囲内 

大 久 保 小 学 校 給 食 室 備 品 購 入 費 ( そ の ２ ) ２ 年 
備品購入費 30,582千円に消費税及び 

地方消費税を加えた額の範囲内 

第 二 中 学 校 給 食 室 備 品 購 入 費 ( そ の ２ ) ２ 年 
備品購入費 19,800千円に消費税及び 

地方消費税を加えた額の範囲内 

屋 敷 小 学 校 仮 設 校 舎 賃 借 料 ３ 年 
賃借料 420,000千円に消費税及び 

地方消費税を加えた額の範囲内 
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第４表 地方債 
（単位：千円） 

起債の目的 限度額 起債の方法 利 率 償還の方法 

総 務 債 

公 共 施 設 等 除 却 事 業 債 

 

63,700 

 

普 通 貸 借 

又 は 

証 券 発 行 

 

5.0％以内 

（ただし、利率見直し方式で借り

入れる資金について、利率の見

直しを行った後においては、当該

見直し後の利率） 

 

起債の日から据置期間を含め40年以内において元

利均等、元金均等または満期一括償還する。政府

資金を借り入れる場合は、その融資条件による。 

 ただし、償還期間内において繰上償還、償還期間

の短縮ならびに低利債への借り換えをすることがで

きる。 

民 生 債 

社会福祉施設整備事業債 

 

1,183,000 

衛 生 債 

廃棄物処理施設整備事業債 

 

442,000 

土 木 債 

道 路 整 備 事 業 債 

都 市 計 画 事 業 債 

市 営 住 宅 建 設 事 業 債 

 

282,000 

420,600 

39,800 

消 防 債 

消 防 施 設 整 備 事 業 債 

災 害 対 策 整 備 債 

 

350,500 

11,500 

教 育 債 

義務教育施設整備事業債 

高等学校施設整備事業債 

社会教育施設等整備事業債 

 

3,136,300 

2,800 

35,100 

臨時財政対策債 

臨 時 財 政 対 策 債 

 

300,000 

合      計 6,267,300    
 

 



 

 

 

 

 

 

 

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算 
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議案第  ２ 号  

令和５年度習志野市国民健康保険特別会計予算 

 

 令和５年度習志野市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。  

 （歳入歳出予算）  

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１３，７１８，６９７千円と定める。  

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入歳出予算」による。  

 （歳出予算の流用）  

第２条  地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用する

ことができる場合は、次のとおりと定める。  

（1） 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用  

 

                                                              令和５年２月１６日提出  

                                                          習志野市長   宮   本   泰   介  
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金          額款

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

（単位：千円）歳 入

項

国民健康保険料1 2,917,305

国民健康保険料1 2,917,305

一部負担金2 2

一部負担金1 2

国庫支出金3 376

国庫補助金1 376

県支出金4 9,509,024

県補助金1 9,509,024

財産収入5 1

財産運用収入1 1

繰入金6 1,248,964

一般会計繰入金1 1,248,964

繰越金7 1

繰越金1 1

諸収入8 43,024

延滞金・加算金及び過料1 25,619

市預金利子2 1

雑入3 17,404

13,718,697歳              入              合              計
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金          額款

（単位：千円）歳 出

項

1 総務費 287,615

総務管理費 1 250,937

徴収費 2 36,393

運営協議会費 3 285

2 保険給付費 9,418,978

療養諸費 1 8,134,919

高額療養費 2 1,234,919

移　送　費 3 200

出産育児諸費 4 37,440

葬祭諸費 5 10,500

傷病手当金 6 1,000

3 国民健康保険事業費納付金 3,818,967

医療給付費分 1 2,538,066

後期高齢者支援金等分 2 927,903

介護納付金分 3 352,998

4 共同事業拠出金 10

共同事業拠出金 1 10

5 保健事業費 145,025

特定健康診査等事業費 1 99,269

保健事業費 2 45,756

6 基金積立金 1

基金積立金 1 1

7 諸支出金 18,101

償還金及び還付加算金 1 18,101

8 予備費 30,000

予備費 1 30,000
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金          額款

（単位：千円）

項

13,718,697歳              出              合              計



 

 

 

 

 

 

 

介 護 保 険 特 別 会 計 予 算 
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議案第  ３ 号  

令和５年度習志野市介護保険特別会計予算 

 

 令和５年度習志野市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。  

 （歳入歳出予算）  

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１４，３９４，４３７千円と定める。  

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入歳出予算」による。  

 （歳出予算の流用）  

第２条  地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用する

ことができる場合は、次のとおりと定める。  

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用  

 

                                                              令和５年２月１６日提出  

                                                          習志野市長   宮   本   泰   介  
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金          額款

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

（単位：千円）歳 入

項

介護保険料1 2,683,100

介護保険料1 2,683,100

国庫支出金2 3,071,399

国庫負担金1 2,402,843

国庫補助金2 668,556

支払基金交付金3 3,697,330

支払基金交付金1 3,697,330

県支出金4 2,020,100

県負担金1 1,913,205

県補助金2 106,895

財産収入5 22

財産運用収入1 22

繰入金6 2,922,437

一般会計繰入金1 2,311,857

基金繰入金2 610,580

繰越金7 1

繰越金1 1

諸収入8 48

延滞金・加算金及び過料1 1

市預金利子2 1

雑入3 46

14,394,437歳              入              合              計
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金          額款

（単位：千円）歳 出

項

1 総務費 396,582

総務管理費 1 295,308

徴収費 2 8,826

介護認定審査会費 3 90,460

趣旨普及費 4 1,572

介護保険運営協議会費 5 416

2 保険給付費 13,280,150

介護サービス等諸費 1 12,315,425

介護予防サービス等諸費 2 268,058

その他諸費 3 9,884

高額介護サービス等費 4 484,550

特定入所者介護サービス等費 5 202,233

3 財政安定化基金拠出金 1

財政安定化基金拠出金 1 1

4 地域支援事業費 700,394

介護予防・生活支援サービス事業費 1 387,001

一般介護予防事業費 2 25,600

包括的支援事業・任意事業費 3 286,711

その他諸費 4 1,082

5 基金積立金 23

基金積立金 1 23

6 諸支出金 7,287

償還金及び還付加算金 1 7,287

7 予備費 10,000

予備費 1 10,000

14,394,437歳              出              合              計
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議案第  ４ 号  

令和５年度習志野市後期高齢者医療特別会計予算 

 

 令和５年度習志野市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。  

 （歳入歳出予算）  

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，５０３，２５８千円と定める。  

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入歳出予算」による。  

 

                                                              令和５年２月１６日提出  

                                                          習志野市長   宮   本   泰   介  



－20－

金          額款

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

（単位：千円）歳 入

項

後期高齢者医療保険料1 2,086,227

後期高齢者医療保険料1 2,086,227

繰入金2 407,573

一般会計繰入金1 407,573

繰越金3 1

繰越金1 1

諸収入4 9,457

延滞金・加算金及び過料1 347

市預金利子2 1

受託事業収入3 3,708

後期高齢者医療保険料還付金等交付金4 5,400

雑入5 1

2,503,258歳              入              合              計



－21－

金          額款

（単位：千円）歳 出

項

1 総務費 84,002

総務管理費 1 75,106

徴収費 2 8,896

2 後期高齢者医療広域連合納付金 2,403,856

後期高齢者医療広域連合納付金 1 2,403,856

3 諸支出金 5,400

償還金及び還付加算金 1 5,400

4 予備費 10,000

予備費 1 10,000

2,503,258歳              出              合              計


